
令和３年度津野町観光 DMO構築等調査検討業務 公募型プロポーザル実施要領 

 

 この実施要領は、「令和３年度津野町観光 DMO 構築等調査検討業務」を効果的に推

進するにあたり、公募型プロポーザルにより業務を受託する事業者を選定するため、必

要な手続きを定めるものとする。 

 

１．業務の概要 

（１）業務名 

   令和３年度津野町観光 DMO構築等調査検討業務（以下、「本業務」という。） 

 

（２）業務の内容等 

   別添「令和３年度津野町観光 DMO構築等調査検討業務委託仕様書」のとおり 

 

（３）委託期間 

   委託契約締結日～令和４年３月１８日（金） 

 

（４）履行場所 

   高知県高岡郡津野町永野４７１番地１ 津野町役場 他 

 

（５）提案上限額 

   ２，５００，０００円以内（消費税及び地方消費税含む） 

   ※金額は、契約金額や予定価格を示すものではない。提案にあたっては上限額を 

超えないものとする。 

 

２．審査委員会の設置 

   別途定める「令和３年度津野町観光 DMO構築等調査検討業務公募型プロポーザ

ル審査要領」（以下「審査要領」という。）に基づき「津野町観光 DMO構築等調査

検討業務受託者審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

 

３．契約候補者の選定等 

  審査委員会において提出された企画提案書を審査のうえ、本業務について最適なも

のと特定した企画提案書の提出者を契約候補者とする。なお、審査は非公開とする。 

 

４．契約の相手方の決定方法 

  提出された企画提案書等及び企画提案者（以下「参加者」という。）のプレゼンテ

ーションの内容を審査する審査委員会を開催する。審査委員会では、あらかじめ定め



られた審査基準に基づき、厳正かつ公平に審査を行い、契約の相手方となる候補者（以

下「候補者」という。）と次点者を選定する。 

  業務委託の実施に際して、企画提案の内容をそのまま実施することをあらかじめ約

束するものではない。選定後には、候補者と町は、企画提案書の内容をもとにして、

業務の履行に必要な具体の履行条件などの協議と調整（以下「交渉」という。）を行

い、契約の協議が整い次第契約を締結することとする。 

 

５．応募者が備えるべき参加資格要件 

  参加者の資格要件は次のとおり。 

（１）本業務の受託選定は、本業務を確実に遂行するために必要な経営能力、技術的能力等

を備えた単体企業とする。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

（３）本件調達の公募開始日から契約締結日までの間のいずれの日においても、津野町（以

下「町」という。）から指名停止措置を受けていない者であること。 

（４）町との協議・調整に十分な能力を有し、契約及び本業務の実施、諸条件の変更等につ

いて柔軟な対応ができる者であること。 

（５）高知県内に本社、支社、営業所等を有する者であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申し立てがなされ

ていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申

し立てがなされていない者であること。 

（７）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立てをしているもの

でないこと。 

（８）銀行取引停止処分を受けていない者であること。 

（９）法人税（個人は所得税）、消費税及び地方消費税の未納税額がない者であること。 

（10）津野町暴力団排除条例（平成２３年３月９日条例第９号）第２条第１号及び第２号に

規定する暴力団及び暴力団員に該当しない者であること。 

 

 

６．応募の手続及び日程（予定） 

   

項   目 日  程 

①募集要領の公示 令和３年１１月１１日（木） 

②質疑書提出期限 令和３年１１月１７日（水） 

③参加申し込み期限（書面） 令和３年１１月２４日（水） 

④参加資格の確認通知 令和３年１１月２５日（木） 



⑤企画提案書提出期限 令和３年１２月 ２日（木） 

⑥審査委員会 

（書類審査及びプレゼンテーション） 
令和３年１２月 ３日（金） 

⑦審査委員会の結果通知 令和３年１２月 ６日（月） 

 ⑧委託先決定、契約 令和３年１２月 ７日（火） 

 ⑨業務完了 令和４年 ３月１８日（金） 

 

 ※⑥審査会については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から延期又はオンライ

ン実施に変更となる場合がある。 

 

７．質疑書の提出 

 

８．参加申込及び資格要件の確認 

（１）参加申込の提出 

提出期限 令和３年１１月１７日（水） 

提出方法 津野町役場 産業課宛てにメール又は FAXで提出 

電話により着信を確認すること。 

メールアドレス  sangyou@town.kochi-tsuno.lg.jp 

FAX  0889-55-2022 

質問方法 質疑書（別紙様式‐①）に質問事項を簡潔に記入 

回答方法 質疑と回答の内容は、津野町のホームページに掲載する。 

備考 ・電話及び直接来庁による質問には応じない。 

・回答は、本実施要領又は仕様書の追補とみなす。 

・質疑内容に参加者を特定できる記載があるときは回答しない。 

 

提出期限 令和３年１１月２４日（水）午後５時（必着） 

提出先 〒785‐0201 高知県高岡郡津野町永野４７１－１ 

津野町役場 産業課 担当：大崎 宛て 

提出方法 郵送（書留郵便又は配達証明できるものに限る。）又は持参 

mailto:sangyou@town.kochi-tsuno.lg.jp


 

 

（２）資格要件の確認 

   町で申込者から提出のあった参加申込書と関係書類を審査する。申込者の資格要

件の審査が完了したら、確認結果を令和３年１１月２５日（木）までに申込者へ電子

メールにて通知する。 

 

（３）資格要件が満たなかった者に対する理由説明 

  ①参加申込書を提出した者のうち資格要件が満たなかった者に対しては、満たなか

った旨及び満たなかった理由を書面により通知する。通知を受けた者は、町が通知

をした日の翌日から起算して５日（町の閉庁日を除く。）以内に、書面により、町

長に対して資格要件が満たなかったことについての説明を求めることができる。 

  ②町長は説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起

算して３日（町の閉庁日を除く。）以内に書面により回答する。 

 

 

 

 

提出書類 プロポーザルの参加を予定している者から、参加申込書（別紙様式－②）

に参加資格審査書類を添えて申込を受け付ける。申込に当たって提出す

る書類は次表のとおり。 

 

 

[提出書類、様式及び提出部数等] 

提出書類の名称 用紙規格 
提出部

数 

①参加申込書 ※様式-② Ａ４縦方向 １部 

②法人の概要書 ※任意様式 Ａ４縦方向 １部 

③納税証明書（法人税）  １部 

④納税証明書（消費税）  １部 

⑤これまでの主な事業実績一覧表 ※任意様式 Ａ４縦方向 １部 

⑥宣言・確約書 ※様式－③ Ａ４縦方向 １部 

 

 

 

備考 ・必要に応じ、上記書類以外の書類の提出を求めることがある。 



９．企画提案書について 

（１）企画提案書等の提出 

 

（２）企画提案書の内容に関するヒアリング 

  企画提案書提出後、企画提案書の内容について、必要と判断した場合、応募者に対し

てヒアリングを実施することがある。 

（３）参加の辞退 

  参加申込後に本プロポーザルの参加を辞退したい場合は、参加辞退届（任意様式）を

提出すること。なお、提出期限までに企画提案書を提出しない者は、辞退したものと

みなす。 

 

10．審査 

 審査委員会において、別途定める審査要領のとおり審査を行う。 

 

11．審査結果 

 審査結果は、審査委員会開催日の翌日を目途に、全ての参加者に通知文書を発送する。 

なお、審査結果は津野町情報公開条例に基づく開示請求があった場合には開示の対象 

となる。 

 

12.提供資料 

  今回の公募にあたり町は次の資料を提供する。提供は、津野町ホームページに掲載する。 

 なお、提供資料は予定であり、変更することがある。 

・津野町観光振興計画 

 

13．提出書類の取扱い 

（１）提出された書類は返却しない。 

（２）提出された書類は、必要に応じ複写（町及び審査委員会での使用に限る。）する。 

（３）提出された企画提案書は、津野町情報公開条例に準ずる開示請求があった場合には

開示の対象文書になる。なお、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位そ

提出期限 令和３年１２月 ２日（木）正午（必着） 

提出先 〒785‐0201 高知県高岡郡津野町永野４７１－１ 

津野町役場 産業課 担当：大崎 宛て 

提出方法 郵送（書留郵便又は配達証明できるものに限る。）又は持参 

提出書類 別途定める「令和３年度津野町観光 DMO 構築等調査検討業務の

公募型プロポーザルに関する企画提案書作成要領」のとおり。 



の他正当な利益を害すると認められる情報は非開示となるので、該当がある場合

には提出書類の該当部分とその具体的な理由を別紙様式－④により提出すること。

開示・非開示の判断は様式－④に基づき行うものではなく、様式－④を参考に、同

条例に基づき町が客観的に判断する。 

（４）契約者以外の企画提案の内容については、提案者の承諾なしには利用しない。 

 

14.その他 

（１）参加申し込み受理後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退届（様式自由）

を提出させる。辞退することによって、今後、町との契約等において不利益な取扱

いをすることはない。 

（２）企画提案に要する全ての費用は、提案者の負担とする。 

（３）提出書類に用いる言語は日本語、基本通貨単位は日本円とする。 

（４）次の各号に該当した場合、提案者は失格になることがある。 

①提出書類に不足があった場合、もしくは指示した事項に違反した場合 

②審査委員、町職員または当該プロポーザル関係者に対して、当該プロポーザルに関

わる不正な接触の事実が認められた場合 

③プロポーザルの手続きの過程で、津野町暴力団排除条例に掲げる排除措置対象者

に該当することが判明した場合 

（５）審査結果や選定内容に対する異議は一切受け付けない。 

 

15. 問い合わせ先 

〒785-0201  高知県高岡郡津野町永野４７１番地１ 

津野町役場 産業課 担当：大崎 

電話：０８８９－５５－２０２１   

E-mail：sangyou@town.kochi-tsuno.lg.jp（産業課代表アドレス） 

 


